
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示領域に光源から光が入射される電気光学装置と、
　該電気光学装置の一面に対向するように配置されるプレートと、前記プレートとで前記
電気光学装置を収容するカバーとからなり、前記電気光学装置における前記画像表示領域
の周辺に位置する周辺領域の少なくとも一部を前記プレートで保持するように当該電気光
学装置を収納する実装ケースとを備えた実装ケース入り電気光学装置であって、
　前記プレートは、前記電気光学装置の側面に対向する折り曲げ部を備え、
　前記カバーは、前記電気光学装置の側面に対向する側壁部を有し、前記側壁部の内側面
が前記プレートの前記折り曲げ部に接するとともに、前記側壁部の外表面には前記折り曲
げ部に対向する位置に複数のフィンを備えていることを特徴とする実装ケース入り電気光
学装置。
【請求項２】
　前記フィンは、当該実装ケース入り電気光学装置に対して送られてくる冷却風の流れに
沿うようにして形成されていることを特徴とする請求項１に記載の実装ケース入り電気光
学装置。
【請求項３】
　前記フィンは、直線状に形成されていることを特徴とする請求項１又は２のいずれか一
項に記載の実装ケース入り電気光学装置。
【請求項４】
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　前記フィンは、千鳥足状に配列されるように形成されていることを特徴とする請求項１
又は２のいずれか一項に記載の実装ケース入り電気光学装置。
【請求項５】
　前記千鳥足状に配列されるように形成されたフィンは、複数の小フィンが列状に配列さ
れて構成される第１列のフィンと、これに平行に延在し且つ複数の小フィンが列状に配列
されて構成される第２列のフィンとを含み、
　前記第２列のフィンを構成する前記小フィンの一つは、
　前記第１列のフィンを構成し且つ相隣接する前記小フィン間の間隙の位置に対応するよ
うに形成されていることを特徴とする請求項４に記載の実装ケース入り電気光学装置。
【請求項６】
　前記小フィン間の間隙は、前記小フィンの長さよりも大きいことを特徴とする請求項５
に記載の実装ケース入り電気光学装置。
【請求項７】
　前記小フィン間の間隙を含む前記小フィン間のピッチは３ｍｍ以上とされていることを
特徴とする請求項５又は６のいずれか一項に記載の実装ケース入り電気光学装置。
【請求項８】
　前記小フィンの高さは０．５ｍｍ以上、幅は０．３ｍｍ以上とされていることを特徴と
する請求項５乃至６のいずれか一項に記載の実装ケース入り電気光学装置。
【請求項９】
　前記フィンは、第１列のフィンと、これに平行に延在する第２列のフィンとを含み、
　前記第１列のフィンと前記第２列のフィンとの間の間隔は１ｍｍ以上とされていること
を特徴とする請求項５に記載の実装ケース入り電気光学装置。
【請求項１０】
　前記カバーは、前記カバーの表面に窪みをつけるように形成されたディンプルを含むこ
とを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一項に記載の実装ケース入り電気光学装置。
【請求項１１】
　前記カバーは、高熱伝導率材料から構成されていることを特徴とする請求項１乃至１０
のいずれか一項に記載の実装ケース入り電気光学装置。
【請求項１２】
　画像表示領域に光源から光が入射される電気光学装置の一面に対向するように配置され
るプレートと、前記プレートとで前記電気光学装置を収容するカバーとからなり、前記電
気光学装置における前記画像表示領域の周辺に位置する周辺領域の少なくとも一部を前記
プレート及び前記カバーの少なくとも一方で保持して当該電気光学装置を収納する実装ケ
ースであって、
　前記プレートは、前記電気光学装置の側面に対向する折り曲げ部を備え、
　前記カバーは、前記電気光学装置の側面に対向する側壁部を有し、前記側壁部の内側面
が前記プレートの前記折り曲げ部に接するとともに、前記側壁部の外表面には前記折り曲
げ部に対向する位置に複数のフィンを備えていることを特徴とする実装ケース。
【請求項１３】
　前記カバーは、前記電気光学装置の側面に対向する側壁部を有し、
　前記表面積増大手段は、前記側壁部の表面積を増大させることを特徴とする請求項１２
に記載の実装ケース。
【請求項１４】
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の実装ケース入り電気光学装置と、
　前記光源と、
　前記投射光を前記電気光学装置に導く光学系と、
　前記電気光学装置から出射される投射光を投射する投射光学系と、
　前記実装ケース入り電気光学装置に対して冷却風を送出する冷却風送出手段と
　を備えたことを特徴とする投射型表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶プロジェクタ等の投射型表示装置にライトバルブとして用いられる液晶パ
ネル等の電気光学装置を実装するための実装ケース、また該実装ケースに当該電気光学装
置が実装或いは収容されてなる実装ケース入り電気光学装置、及びこのような実装ケース
入り電気光学装置を備えてなる投射型表示装置の技術分野に属する。
【０００２】
【背景技術】
一般に、液晶パネルを液晶プロジェクタにおけるライトバルブとして用いる場合、該液晶
パネルは、液晶プロジェクタを構成する筐体等にいわば裸の状態で設置されるのではなく
、該液晶パネルを適当な実装ケースに実装ないし収容した上で、この実装ケース入り液晶
パネルを、前記筐体等に設置することが行われる。これは、当該実装ケースに適当なねじ
孔等を設けておくことで、液晶パネルの前記筐体等に対する固着を容易に実施することな
どが可能となるからである。
【０００３】
このような液晶プロジェクタでは、光源から発せられた光源光は、当該実装ケース入り液
晶パネルに対して集光された状態で投射されることになる。そして、液晶パネルを透過し
た光は、スクリーン上に拡大投射されて画像の表示が行われることになる。このように液
晶プロジェクタにおいては、拡大投射が一般に予定されているため、前記光源光としては
、例えばメタルハライドランプ等の光源から発せられる比較的強力な光が使用されること
になる。
【０００４】
すると、まず、実装ケース入り液晶パネル、とりわけ液晶パネルの温度上昇が問題となる
。すなわち、このような温度上昇が生じると、液晶パネル内において一対の透明基板間に
挟持されている液晶の温度も上昇して、該液晶の特性劣化を招く。また特に光源光にむら
があった場合には、部分的に液晶パネルが加熱されて所謂ホットスポットが発生して、液
晶の透過率のムラができて投射画像の画質が劣化する。
【０００５】
このような液晶パネルの昇温を防止する技術としては、例えば特許文献１等に開示されて
いるものが知られている。この特許文献１では、液晶パネル及び該液晶パネルを収容保持
するとともに放熱板が備えられたパッケージ（本明細書にいう「実装ケース」に該当する
。）からなる液晶表示モジュールにおいて、前記液晶パネル及び前記放熱板間に放熱シー
トを設けることにより、液晶パネルの昇温を防止する技術が開示されている。
【０００６】
また、このような問題点に対処するため、その他にも、液晶パネルの光入射側に位置する
基板に遮光膜を設けること、液晶パネルを実装あるいは収納してなる実装ケースを光反射
性材料から構成すること等といった技術も知られている。
【０００７】
【特許文献１】
再表ＷＯ９８／３６３１３
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来における液晶パネルの昇温防止対策には次のような問題点がある。す
なわち、光源光からの強力な光が投射される限り、液晶パネルの温度上昇の問題は常に顕
在化するおそれがあるから、更なる高画質化等を図るためには、上記各種の対策に代えて
又は加えて、より効率的な温度上昇の防止対策が要求されているという点である。
【０００９】
例えば、前記の特許文献１で開示されている放熱シートを利用する対策では、たしかに液
晶パネルに蓄積されていく熱を外部へと有効に放射することが可能になるとは考えられる
ものの、この特許文献１では、放熱「板」或いは放熱「シート」というように、或いは特
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許文献１のＦｉｇ２等に示されているように、該放熱シートは、基板全面を覆うようにし
て設けられることが前提とされているようであるから、反射型の液晶パネルには利用でき
ても、透過型の液晶パネルに対しては無力である。
【００１０】
また、遮光膜及び実装ケースによる光反射対策では、それらの面積を増大させれば反射光
量が増大するから、たしかに液晶パネルの温度上昇の防止を相応に達成することができる
と考えられるものの、反射光量をむやみ増大させると、実装ケース入り液晶パネルを収納
するハウジング内の迷光を増加させることとなって、画像の品質に悪影響を及ぼすことが
考えられる。また、遮光膜については、その面積を広げれば広げるほど、液晶パネルに本
来入射・透過されるべき光源光の量が減ることになるから、画像が暗くなってしまうこと
が考えられる。これでは、より明るい画像を表示しようとして、強力な光源光を用いてい
るという趣旨に反することになる。このように、上記の対策は、抜本的に問題を解決する
ものとはいえない点にも問題がある。
【００１１】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、比較的強力な投射光が入射される電
気光学装置における温度上昇を効率的に抑制可能とする、実装ケース入り電気光学装置及
びこれを備えてなる投射型表示装置を提供することを課題とする。また、本発明は、この
ような実装ケース入り電気光学装置に使用されて好適な実装ケースを提供することをも課
題とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明の実装ケース入り電気光学装置は、上記課題を解決するため、画像表示領域に光
源から光が入射される電気光学装置と、該電気光学装置の一面に対向するように配置され
るプレートと、前記プレートとで前記電気光学装置を収容するカバーとからなり、前記電
気光学装置における前記画像表示領域の周辺に位置する周辺領域の少なくとも一部を前記
プレート及び前記カバーの少なくとも一方で保持して当該電気光学装置を収納する実装ケ
ースとを備えた実装ケース入り電気光学装置であって、前記カバーは、その表面積を増大
させる表面積増大手段を備えている。さらに具体的には、前記プレートは、前記電気光学
装置の側面に対向する折り曲げ部を備え、前記カバーは、前記カバーの内側面が前記プレ
ートの前記折り曲げ部に接するとともに、前記カバーの外表面には表面積増大手段として
複数のフィンを備えている。
また、本発明の実装ケース入り電気光学装置は、画像表示領域に光源から光が入射される
電気光学装置と、
　該電気光学装置の一面に対向するように配置されるプレートと、前記プレートとで前記
電気光学装置を収容するカバーとからなり、前記電気光学装置における前記画像表示領域
の周辺に位置する周辺領域の少なくとも一部を前記プレートで保持するように当該電気光
学装置を収納する実装ケースとを備えた実装ケース入り電気光学装置であって、
　前記プレートは、前記電気光学装置の側面に対向する折り曲げ部を備え、
　前記カバーは、前記電気光学装置の側面に対向する側壁部を有し、前記側壁部の内側面
が前記プレートの前記折り曲げ部に接するとともに、前記側壁部の外表面には前記折り曲
げ部に対向する位置に複数のフィンを備えていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の実装ケース入り電気光学装置によれば、画像表示領域に光源から光が入射され
る電気光学装置が、カバー及びプレートからなる実装ケース内に実装される。このような
電気光学装置としては、例えば投射型表示装置におけるライトバルブとして実装される液
晶装置或いは液晶パネルが挙げられる。なお、このような実装ケースには、電気光学装置
の周辺領域を少なくとも部分的に覆うことにより、当該周辺領域における光抜けを防止し
たり或いは周辺領域から画像表示領域内に迷光が進入するのを防止する遮光機能を持たせ
てもよい。
【００１４】
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そして、本発明では特に、前記カバーは、その表面積を増大させる表面積増大手段を備え
ている。これにより、カバーの放熱能力を高めることができ、もって電気光学装置の効果
的な冷却を実現することができる。これは以下の事情による。
【００１５】
　まず、電気光学装置には前記光が入射されることにより、該電気光学装置の温度は上昇
する。すると、この電気光学装置の熱は、前記周辺領域を保持するプレート及びカバーの
少なくとも一方に直接的に伝達され、或いはプレートに伝達された熱は前記当接する部分
を介してカバーに間接的に伝達されることになる。この場合、これらプレート及びカバー
は、電気光学装置に対するヒートシンクとして機能しているということができる。ここで
、本発明においては、カバーには表面積増大手段が備えられていることにより、該カバー
の放熱能力、或いは冷却能力は高められている。したがって、カバーは、殆ど常に、好適
に冷却された状態にされているということができる。このことは、該カバーが、前述のヒ
ートシンクとしてよりよく機能するということを意味する。
【００１６】
以上の結果、本発明によれば、電気光学装置の効果的な冷却が実現されることになるので
ある。したがって、本発明では、電気光学装置の温度上昇によって発生する不具合（例え
ば、該電気光学装置を構成し得る液晶層の特性劣化、或いは該液晶層中におけるホットス
ポットの発生等）を被らなくて済むから、より高品質な画像を表示することが可能となる
。
【００１７】
本発明の実装ケース入り電気光学装置の一態様では、前記カバーは、前記電気光学装置の
側面に対向する側壁部を有し、前記表面積増大手段は、前記側壁部の表面積を増大させる
。
【００１８】
この態様によれば、表面積増大手段によって、カバーの表面積が増大されるのは、前記側
壁部ということになる。ここで、側壁部とは、上述のように電気光学装置の側面に対向す
る部分であることから、カバー全体において占める割合は、そもそも当初より大きいとい
うことができる。本態様では、このようなカバー全体の中で比較的広範な面積を有してい
る側壁部において、前記表面積増大手段が備えられていることにより、カバー全体の面積
増大効果をより効果的に享受できることになる。
【００１９】
したがって、本態様によれば、前述したようなカバーの放熱能力をより効果的に向上させ
、もって電気光学装置の冷却効果をより効果的に享受することができることになる。
【００２０】
本発明の実装ケース入り電気光学装置の他の態様では、前記表面積増大手段は、前記カバ
ーの表面に突出するように形成されたフィンを含む。
【００２１】
この態様によれば、比較的容易にカバーの表面積を増大させることができる。
【００２２】
なお、本態様にいう「フィン」は、カバー本体を形成するのに併せて又はその後に、例え
ば切削加工、鍛造加工、プレス加工、射出成形又は鋳造等により形成することが可能であ
る。
【００２３】
本発明の実装ケース入り電気光学装置の他の態様では、前記フィンは、当該実装ケース入
り電気光学装置に対して送られてくる冷却風の流れに沿うようにして形成されている。
【００２４】
この態様によれば、フィンは、実装ケース入り電気光学装置に対して送られてくる冷却風
の流れに沿うようにして形成されているから、当該フィンに起因するカバーの冷却効果を
効果的に引き出すことができる。
【００２５】
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すなわち仮に、フィンが冷却風の流れを阻害するように形成されているとすると、当該冷
却風は、それ以降の部分に流れることが困難となるため、カバーの冷却を効果的に行うこ
とができなくなる。しかし、フィンが冷却風の流れに沿うようにして形成されていれば、
当該フィンが冷却風の流れをストップするということがなく、カバー全体に冷却風を行き
渡らせることが可能である。これにより、本態様によればカバーの冷却を効果的に行うこ
とができるのである。
【００２６】
なお、本態様の「フィンは、冷却風に沿うようにして形成されている」とは、具体的には
次のような各場合を含む。例えば第一に、冷却風がカバー周囲を直線的に流れているとい
う場合には、フィンが、当該方向に一致するように形成されているという場合を含む。第
二に、冷却風がカバー周囲を渦巻くように流れているという場合においては、当該フィン
のカバー上の設置場所に応じて、当該フィンが、その方向を変じて形成されているなどと
いう場合を含む。その他、実装ケース入り電気光学装置を中心として、冷却風がやや不規
則な流れをみせる場合においても、当該フィンのカバー上の設置場所に応じて、当該フィ
ンが、前記不規則な流れの方向の全部又は一部に一致するように、その方向を変じて形成
されているなどという場合も含む。
【００２７】
本発明の実装ケース入り電気光学装置の他の態様では、前記フィンは、直線状に形成され
ている。
【００２８】
この態様によれば、直線状に突出したフィンにより、カバーの表面積を増大することがで
きる。したがって、本態様によれば、カバーの放熱能力を向上させることができる。
【００２９】
本発明の実装ケース入り電気光学装置の他の態様では、前記フィンは、千鳥足状に配列さ
れるように形成されている
この態様においては、一般に、「フィン」は複数の小フィン（後述も参照）からなるとと
もに、これら複数の小フィンが、千鳥足状に配列されるように（より具体的には、「当該
小フィンが二列間で交互に配置されるように」、或いは「平面視して市松模様を形成する
ように」等）形成されているという場合が典型的には想定される。このような態様によれ
ば、千鳥足状に突出したフィンにより、カバーの表面積を増大することができる。したが
って、本態様によれば、カバーの放熱能力を向上させることができる。
【００３０】
この態様では、前記千鳥足状に配列されるように形成されたフィンは、複数の小フィンが
列状に配列されて構成される第１列のフィンと、これに平行に延在し且つ複数の小フィン
が列状に配列されて構成される第２列のフィンとを含み、前記第２列のフィンを構成する
前記小フィンの少なくとも一つは、前記第１列のフィンを構成し且つ相隣接する前記小フ
ィン間の間隙の位置に対応するように形成されているように構成してもよい。
【００３１】
このような構成によれば、前述の千鳥足状に配列されるように形成された「フィン」の配
置態様が、より具体的に限定されている。すなわち、本態様では、前記の第１列のフィン
を構成する小フィンと、第２列のフィンを構成する小フィンとが、いわば相互に重ならな
いように且つ互い違いに形成されるようになっている。例えば、第１列のフィンを構成す
る小フィンに、順番に１（１）、１（２）、…、１（ｎ）という番号を付し、第２列のフ
ィンを構成する小フィンにも、同様に２（１）、２（２）、…、２（ｎ）という番号を付
すとすると、１（ｍ）番と１（ｍ＋１）番（但し、ｍ＝１ ,２ ,… ,ｎ－１）の小フィン間
には、同一列（第１列）に属する小フィンは存在しないが、列を変えた第２列には２（ｍ
）番の小フィンが存在するなどという配置態様が採られることになる。
【００３２】
これによれば、前記の小フィンが適度な密度でもって配列されることにより、カバーの放
熱能力を更に向上させることが可能である。例えば、前述の番号を用いて、仮に、２（ｍ
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）番の小フィンが、１（ｍ）番の小フィンの隣に存在するような場合を仮定すると、この
場合には、これら２（ｍ）番及び１（ｍ）番の小フィンが互いに熱を放散することよって
、その周囲（特に、両小フィン間の空気）の温度が上昇し、該両小フィンにおける熱の放
散がされにくくなるなどという事態が考えられる。しかるに、本態様によれば、少なくと
も、２（ｍ）番の小フィンの「隣」に１（ｍ）番の小フィンが存在するなどということは
ないから、前述のような不具合を被らなくて済むのである。
【００３３】
なお、本態様の表現に代えて、「第１列のフィンを構成する前記小フィンの一つは、前記
第２列のフィンを構成し且つ相隣接する前記小フィン間の間隙の位置に対応するように形
成されている」というように言い換えても同じである。
【００３４】
また、本態様では、あたかも第１列のフィン及び第２列のフィンしか存在しないようであ
るが、場合によって、二列のフィンに加えて、三列目、四列目、…のフィンが備えられて
いてよい。このような場合、本態様にいう「第１列のフィン」と「第２列のフィン」との
関係は、普遍的に適用され得る。例えば、全部で３列のフィンが形成されているとして、
そのうちの１番目の列のフィンと２番目の列のフィンとが、それぞれ、本態様の「第１列
のフィン」と「第２列のフィン」との関係を満たし、２番目の列のフィンと３番目の列の
フィンとが、それぞれ、本態様の「第２列のフィン」と「第１列のフィン」との関係を満
たしているというようである。
【００３５】
このような構成では、前記小フィン間の間隙は、前記小フィンの長さよりも大きいように
構成してもよい。
【００３６】
このような構成によれば、前述のように第２列のフィンを構成する小フィンの一つを、「
第１列のフィンを構成する小フィン間の間隙の位置に対応するように形成」すると、当該
小フィンの一つを、いわば前記間隙内に完全に収めるように形成することができる。
【００３７】
したがって、前述したような小フィンにおける放熱性の向上をより確実に享受することが
できる。というのも、本構成によれば、２（ｍ）番の小フィンと１（ｍ）番の小フィンと
が、隣り合わないことは勿論、前者の一部が後者の一部に「重なり合う」ということもな
いから、各小フィンにおける放熱作用は、如何なく発揮されることになるからである。
【００３８】
また、本構成によれば特に、前記の千鳥足状に配列されるフィンの成形を比較的容易に行
うことができる。例えば、本態様にかかるフィンは、以下に述べるような射出成形法等で
好適に形成することができる。すなわち、山部及び谷部が交互に形成されたジグザグの型
を二つ用意し、一方の型の山部（又は谷部）が他方の型の谷部（又は山部）に噛み合うよ
うに、且つ、山型のてっぺんと谷型の底との間に所定の隙間が形成されるように、これら
二つの型を配置した後、前記の隙間を用いて射出注入を実施すれば、前述のような配置態
様を有する、千鳥足状に配列・形成されたフィンを容易に作ることができる。この場合特
に、前記の製造方法において必然的に必要となる型抜きは、極めて容易に行われることに
なる（前記の二つの型を互いに離間させるように移動させればよい。）。
【００３９】
なお、本態様にいう「小フィンの長さ」とは、上の説明からも明らかなように、当該小フ
ィンにおける前記第１列又は前記第２列の列方向に沿った長さのことを言う。
【００４０】
或いは、前記小フィン間の間隙を含む前記小フィン間のピッチは３ｍｍ以上とされている
ように構成してもよい。
【００４１】
このような構成によれば、小フィン間のピッチが好適に設定されていることにより、前述
した当該フィンの形成容易性、或いは放熱性の向上という作用効果を、より効果的に享受
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することができる。
【００４２】
或いは更に、前記小フィンの高さは０．５ｍｍ以上、幅は０．３ｍｍ以上とされているよ
うに構成してもよい。
【００４３】
このような構成によれば、小フィンの大きさが好適に設定されることにより、カバーの表
面積増大量が十分に確保される。したがって、カバーの放熱能力を有効に向上させること
ができる。
【００４４】
なお、本態様にいう「小フィンの高さ」とは、「カバーの表面に突出」したフィンの先端
部から、カバーの表面に至るまでの長さを意味し、「幅」とは、当該小フィンにおける前
記第１列又は前記第２列の列方向に交差する方向に沿った長さをいう。
【００４５】
本発明の実装ケース入り電気光学装置の他の態様では、前記フィンは、第１列のフィンと
、これに平行に延在する第２列のフィンとを含み、前記第１列のフィンと前記第２列のフ
ィンとの間の間隔は１ｍｍ以上とされている。
【００４６】
この態様によれば、前記フィンは、第１列のフィンと第２列のフィンからなる。この場合
、ここにいう「第１列のフィン」及び「第２列のフィン」とは、それぞれ、フィンが千鳥
足状に配列されるように形成される場合においては、既に述べたような「第１列のフィン
」及び「第２列のフィン」がそのまま該当すると考えることができる。また、この他、フ
ィンが直線状に形成される場合においては、「第１列のフィン」としての直線状のフィン
と、「第２列のフィン」としての直線状のフィンとが二列形成されているなどという場合
を考えることができる。
【００４７】
そして、本態様においては、このような二列のフィンの間隔が１ｍｍ以上とされている。
これにより、当該実装ケース入り電気光学装置に対して冷却風が送り込まれる場合等にお
いては、その冷却風を前記二列のフィン間にも無理なく行き届かせることが可能となる。
【００４８】
特に、投射型表示装置内に本発明に係る実装ケース入り電気光学装置を装着する場合を想
定すると、該投射型表示装置に別途設置される冷却ファンと当該実装ケース入り電気光学
装置とは、通常、他の構成要素を配置等しなけれならない関係から、相当程度距離を離し
て設置しなければならなかったり、両者間の位置関係を完全に対向させるように配置する
ことが困難な場合が想定される。このような場合、実装ケース入り電気光学装置には、静
圧が低く、風量が小さい冷却風しか送られてこないことが考えられることになる。
【００４９】
ここで本態様においては、前述のように二列のフィン間の距離が、１ｍｍ以上と比較的大
きく設定されていることから、これら二列のフィン間にも、前述のような静圧が低く風量
が小さい冷却風を吹きぬかせることが可能となる。そして、これによれば、冷却風に曝さ
れることになるフィンの表面積が増大することになるから、当該フィンの放熱性は更に向
上することになる。
【００５０】
したがって、本態様によれば、カバー全体の放熱能力を更に向上させることができる。
【００５１】
本発明の実装ケース入り電気光学装置の他の態様では、前記表面積増大手段は、前記カバ
ーの表面に窪みをつけるように形成されたディンプルを含む。
【００５２】
この態様によれば、比較的容易にカバーの表面積を増大させることができる。
【００５３】
なお、本態様にいう「ディンプル」と前記の「フィン」との相違点は、「カバーの表面」
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を基準面として突出しているか、或いは凹んでいるかということにある。
【００５４】
或いは、場合により、本態様にいう「ディンプル」は、「当該実装ケース入り電気光学装
置に対して送られてくる冷却風の流れを全く阻害しない」という属性を有していてもよい
。この観点からすると、前記のフィンは、前記冷却風の流れを全く阻害しないということ
はない、という属性を有するものと解した上で、この点について、ディンプル及びフィン
間の相違点を設定するという考え方を採ることも可能である。
【００５５】
また、本態様にいう「窪みをつけるように」とは、当該ディンプルをカバーの表面に形成
する場合において、実際に「窪みをつける」ような加工を実施しなければならないという
ことを意味しない。当該ディンプルの形成方法としては、前記のフィンと同様、カバー本
体を形成するのに併せて又はその後に、例えば切削加工、鍛造加工、プレス加工、射出成
形又は鋳造等により形成することが可能である。
【００５６】
本発明の実装ケース入り電気光学装置の他の態様では、前記カバーは、高熱伝導率材料か
ら構成されている。
【００５７】
この態様によれば、カバーが高熱伝導率材料からなるから、前記のフィン、或いはディン
プル等の表面積増大手段に起因する作用効果とも相俟って、カバーの放熱能力をより高め
ることができる。
【００５８】
なお、本態様にいう「高熱導電率材料」とは、具体的には例えば、アルミニウム、マグネ
シウム、銅又はこれらそれぞれの合金等を好適には挙げることができる。
【００５９】
　本発明の実装ケースは、上記課題を解決するために、画像表示領域に光源から光が入射
される電気光学装置の一面に対向するように配置されるプレートと、前記電気光学装置を
覆い前記プレートと当接する部分を有するカバーとからなり、前記電気光学装置における
前記画像表示領域の周辺に位置する周辺領域の少なくとも一部を前記プレート及び前記カ
バーの少なくとも一方で保持して当該電気光学装置を収納する実装ケースであって、前記
カバーは、その表面積を増大させる表面積増大手段を備えている。
【００６０】
本発明の実装ケースによれば、前述の本発明の実装ケース入り電気光学装置に使用されて
好適な実装ケースを提供することができる。
【００６１】
本発明の実装ケースの一態様では、前記カバーは、前記電気光学装置の側面に対向する側
壁部を有し、前記表面積増大手段は、前記側壁部の表面積を増大させる。
【００６２】
この態様によれば、前述の本発明の実装ケース入り電気光学装置において、カバーが側壁
部を有し、表面積増大手段が、この側壁部の表面積を増大させる態様に使用されて好適な
実装ケースを提供することができる。
【００６３】
本発明の投射型表示装置は、上記課題を解決するために、前述の本発明の実装ケース入り
電気光学装置 (但し、その各種態様を含む )と、前記光源と、前記投射光を前記電気光学装
置に導く光学系と、前記電気光学装置から出射される投射光を投射する投射光学系と、前
記実装ケース入り電気光学装置に対して冷却風を送出する冷却風送出手段とを備えている
。
【００６４】
本発明の投射型表示装置によれば、前述の本発明の実装ケース入り電気光学装置を具備し
てなるから、当該実装ケースを構成するカバーの表面積が増大していることにより、また
、当該投射型表示装置には前記冷却風送出手段が設けられていることにより、電気光学装
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置の効果的な冷却を実現することができるから、より高品質な画像を表示することが可能
である。
【００６５】
本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施の形態から明らかにされる。
【００６６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００６７】
（投射型液晶装置の実施形態）
まず、図１を参照して、本発明による投射型液晶装置の実施形態について、その光学ユニ
ットに組み込まれている光学系を中心に説明する。本実施形態の投射型表示装置は、実装
ケース入りの電気光学装置の一例たる液晶ライトバルブが３枚用いられてなる複板式カラ
ープロジェクタとして構築されている。
【００６８】
図１において、本実施形態における複板式カラープロジェクタの一例たる、液晶プロジェ
クタ１１００は、駆動回路がＴＦＴアレイ基板上に搭載された電気光学装置を含む液晶ラ
イトバルブを３個用意し、夫々ＲＧＢ用のライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂ
として用いたプロジェクタとして構成されている。液晶プロジェクタ１１００では、メタ
ルハライドランプ等の白色光源のランプユニット１１０２から投射光が発せられると、３
枚のミラー１１０６及び２枚のダイクロイックミラー１１０８によって、ＲＧＢの３原色
に対応する光成分Ｒ、Ｇ及びＢに分けられ、各色に対応するライトバルブ１００Ｒ、１０
０Ｇ及び１００Ｂに夫々導かれる。この際特にＢ光は、長い光路による光損失を防ぐため
に、入射レンズ１１２２、リレーレンズ１１２３及び出射レンズ１１２４からなるリレー
レンズ系１１２１を介して導かれる。そして、ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１０
０Ｂにより夫々変調された３原色に対応する光成分は、ダイクロイックプリズム１１１２
により再度合成された後、投射レンズ１１１４を介してスクリーン１１２０にカラー画像
として投射される。
【００６９】
本実施形態のライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂとしては、例えば、後述の如
きＴＦＴをスイッチング素子として用いたアクティブマトリクス駆動方式の液晶装置が使
用される。また、当該ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂは、後に詳述するよ
うに実装ケース入り電気光学装置として構成されている。
【００７０】
また、この液晶プロジェクタ１１００には、図１に示すように、ライトバルブ１００Ｒ、
１００Ｇ及び１００Ｂに冷却風を送るためのシロッコファン１３００（本発明にいう「冷
却風送出手段」の一例に該当する。）が設けられている。このシロッコファン１３００は
、その側面に複数のブレード１３０１を備えた略円筒形状の部材を含んでおり、該円筒形
状の部材がその軸を中心として回転することで前記ブレード１３０１が風を生じさせるよ
うになっている。なお、このような原理から、シロッコファン１３００で作り出される風
は、図１に示されるように、らせん状に渦巻いたものとなる。
【００７１】
このような風は、図１において図示されない風路を通じて各ライトバルブ１００Ｒ、１０
０Ｇ及び１００Ｂに送給され、各ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂの近傍に
設けられた吹き出し口１００ＲＷ、１００ＧＷ及び１００ＢＷから、これらライトバルブ
１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂに対して送り出されるようになっている。
【００７２】
ちなみに、前述したようなシロッコファン１３００を用いれば、静圧が高くライトバルブ
１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂ周囲の狭い空間にも風を送りやすいという利点が得られ
る。
【００７３】
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以上説明した構成においては、強力な光源たるランプユニット１１０２からの投射光によ
り各ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂで温度が上昇する。この際、過度に温
度が上昇してしまうと、各ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂを構成する液晶が
劣化したり、光源光のむらによる部分的な液晶パネルの加熱によるホットスポットの出現
により透過率にムラが生じたりする。そこで、本実施形態では特に、各ライトバルブ１０
０Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂは、後述のように、電気光学装置を冷却する能力を有する実装
ケースを備えている。このため、後述の如く各ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ、１００
Ｂの温度上昇は効率的に抑制されている。
【００７４】
なお、本実施形態では好ましくは、液晶プロジェクタ１１００のハウジング内には、各ラ
イトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂの周辺空間に、冷却媒体を流す循環装置等から
なる冷却手段を備える。これにより、後述の如き放熱作用を持つ実装ケース入りの電気光
学装置からの放熱を一層効率的に行うことができる。
【００７５】
（電気光学装置の実施形態）
次に本発明の電気光学装置に係る実施形態の全体構成について、図２及び図３を参照して
説明する。ここでは、電気光学装置の一例である駆動回路内蔵型のＴＦＴアクティブマト
リクス駆動方式の液晶装置を例にとる。本実施形態に係る電気光学装置は、上述した液晶
プロジェクタ１１００における液晶ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂとして使
用されるものである。ここに、図２は、ＴＦＴアレイ基板をその上に形成された各構成要
素と共に対向基板の側から見た電気光学装置の平面図であり、図３は、図２のＨ－Ｈ’断
面図である。
【００７６】
図２及び図３において、本実施形態に係る電気光学装置では、ＴＦＴアレイ基板１０と対
向基板２０とが対向配置されている。ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との間に液晶
層５０が封入されており、ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０とは、画像表示領域１０
ａの周囲に位置するシール領域に設けられたシール材５２により相互に接着されている。
【００７７】
シール材５２は、両基板を貼り合わせるための、例えば紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂等か
らなり、製造プロセスにおいてＴＦＴアレイ基板１０上に塗布された後、紫外線照射、加
熱等により硬化させられたものである。また、シール材５２中には、ＴＦＴアレイ基板１
０と対向基板２０との間隔（基板間ギャップ）を所定値とするためのグラスファイバ或い
はガラスビーズ等のギャップ材が散布されている。即ち、本実施形態の電気光学装置は、
プロジェクタのライトバルブ用として小型で拡大表示を行うのに適している。
【００７８】
シール材５２が配置されたシール領域の内側に並行して、画像表示領域１０ａの額縁領域
を規定する遮光性の額縁遮光膜５３が、対向基板２０側に設けられている。但し、このよ
うな額縁遮光膜５３の一部又は全部は、ＴＦＴアレイ基板１０側に内蔵遮光膜として設け
られてもよい。
【００７９】
画像表示領域の周辺に広がる領域のうち、シール材５２が配置されたシール領域の外側に
位置する周辺領域には、データ線駆動回路１０１及び外部回路接続端子１０２がＴＦＴア
レイ基板１０の一辺に沿って設けられており、走査線駆動回路１０４が、この一辺に隣接
する２辺に沿って設けられている。更にＴＦＴアレイ基板１０の残る一辺には、画像表示
領域１０ａの両側に設けられた走査線駆動回路１０４間をつなぐための複数の配線１０５
が設けられている。また図２に示すように、対向基板２０の４つのコーナー部には、両基
板間の上下導通端子として機能する上下導通材１０６が配置されている。他方、ＴＦＴア
レイ基板１０にはこれらのコーナーに対向する領域において上下導通端子が設けられてい
る。これらにより、ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との間で電気的な導通をとるこ
とができる。
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【００８０】
図３において、ＴＦＴアレイ基板１０上には、画素スイッチング用のＴＦＴや走査線、デ
ータ線等の配線が形成された後の画素電極９ａ上に、配向膜が形成されている。他方、対
向基板２０上には、対向電極２１の他、格子状又はストライプ状の遮光膜２３、更には最
上層部分に配向膜が形成されている。また、液晶層５０は、例えば一種又は数種類のネマ
ティック液晶を混合した液晶からなり、これら一対の配向膜間で、所定の配向状態をとる
。
【００８１】
尚、図２及び図３に示したＴＦＴアレイ基板１０上には、これらのデータ線駆動回路１０
１、走査線駆動回路１０４等に加えて、画像信号線上の画像信号をサンプリングしてデー
タ線に供給するサンプリング回路、複数のデータ線に所定電圧レベルのプリチャージ信号
を画像信号に先行して各々供給するプリチャージ回路、製造途中や出荷時の当該電気光学
装置の品質、欠陥等を検査するための検査回路等を形成してもよい。
【００８２】
このように構成された電気光学装置の場合、その動作時には、図３の上側から強力な投射
光が照射される。すると、対向基板２０、液晶層５０、ＴＦＴアレイ基板１０等における
光吸収による発熱によって、当該電気光学装置の温度が上昇する。このような温度上昇は
、液晶層５０等の劣化を早めると共に、表示画像の品位を劣化させる。
【００８３】
そこで、本実施形態では特に、以下に説明する実装ケース入り電気光学装置によって、こ
のような温度上昇を効率的に抑制している。
【００８４】
（実装ケース入り電気光学装置―第１実施形態―）
次に、図４から図１４を参照して、本発明の第１実施形態に係る実装ケース入り電気光学
装置について説明する。
【００８５】
ここではまず、図４から図１４を参照して、第１実施形態に係る実装ケースの基本構成に
ついて説明する。ここに、図４は第１実施形態に係る実装ケースを、前述した電気光学装
置とともに示す分解斜視図であり、図５は当該実装ケース入りの電気光学装置の正面図、
図６は図５のＸ１－Ｘ１´断面図、図７は図５のＹ１－Ｙ１´断面図であり、図８は図５
のＺ１方向から臨んだ後面図である。なお、図４から図８は、電気光学装置を内部に収容
した状態における実装ケースを夫々示している。また、図９は当該実装ケースを構成する
プレート部の正面図、図１０は図９のＺ２方向から臨んだ後面図であり、図１１は図９の
Ｚ３方向から臨んだ側面図である。さらに、図１２は当該実装ケースを構成するカバー部
の正面図、図１３は図１２のＺ４方向から臨んだ後面図であり、図１４は図１２のＺ５方
向から臨んだ側面図である。
【００８６】
図４から図８に示すように、実装ケース６０１は、プレート部６１０とカバー部６２０と
を備える。実装ケース６０１内に収容される電気光学装置５００は、図２及び図３に示し
た電気光学装置に加えて、その表面に重ねられた反射防止板等の他の光学要素とを備えて
なり、更にその外部回路接続端子にフレキシブルコネクタ５０１が接続されてなる。尚、
偏光板や位相差板は、液晶プロジェクタ１１００の光学系に備えるようにしても良いし、
電気光学装置５００の表面に重ねてもよい。
【００８７】
また、ＴＦＴアレイ基板１０及び対向基板２０それぞれの液晶層５０に対向しない側には
、防塵用基板４００が設けられている（図４、図６及び図７参照）。この防塵用基板４０
０は、所定の厚さを有するよう構成されている。これにより、電気光学装置５００の周囲
に漂うゴミや埃等が、該電気光学装置の表面に直接に付着することが防止される。したが
って、拡大投射された画像上に、これらゴミや埃の像が結ばれるという不具合を有効に解
消することができる。これは、防塵用基板４００が所定の厚さを有することで、光源光の
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焦点ないしその近傍が、該ゴミや埃が存在する位置（すなわち、防塵用基板４００表面）
からは外れることによる（デフォーカス作用）。
【００８８】
このようにＴＦＴアレイ基板１０及び対向基板２０並びに防塵用基板４００等を備えた電
気光学装置５００は、図４等に示すように、プレート部６１０及びカバー部６２０からな
る実装ケース６０１内に収容されているが、これら電気光学装置５００及び実装ケース６
０１間には、図６及び図７に示すように、モールド材６３０が装填されている。このモー
ルド材６３０によって、電気光学装置５００及び実装ケース６０１間の接着が確実に行わ
れるとともに、前者の後者の内部における位置ずれの発生が極力防止される。
【００８９】
なお、第１実施形態においては、カバー部６２０の側から光が入射し、電気光学装置５０
０を透過して、プレート部６１０の側から出射するということを前提とする。つまり、図
１でいえば、ダイクロイックプリズム１１１２に対向するのは、カバー部６２０ではなく
て、プレート部６１０ということになる。
【００９０】
さて、以下では実装ケース６０１を構成するプレート部６１０及びカバー部６２０の構成
についてのより詳細な説明を行う。
【００９１】
まず第一に、プレート部６１０は、図４から図１１に示すように、平面視して略四辺形状
を有する板状の部材であって、電気光学装置５００の一面に対向するように配置される。
第１実施形態では、プレート部６１０と電気光学装置５００とは相互に直接に当接し、後
者が前者に載置されるが如き状態が採られる。
【００９２】
より詳細には、プレート部６１０は、窓部６１５、強度補強部６１４、折り曲げ部６１３
、カバー部固定孔６１２、並びに取付孔６１１ａ乃至６１１ｄ及び６１１ｅを有する。
【００９３】
窓部６１５は、略四辺形状を有する部材の一部が開口形状に形成されており、例えば図６
中、上方から下方への光の透過を可能とする部分である。電気光学装置５００を透過して
きた光の出射は、この窓部６１５によって可能となる。なお、これにより、プレート部６
１０上に電気光学装置５００を載置した場合には、該電気光学装置５００における画像表
示領域１０ａの周辺に位置する周辺領域が、窓部６１５の辺縁に当接されるが如き状態に
なる。プレート部６１０は、このようにして電気光学装置５００の保持を実現する。
【００９４】
強度補強部６１４は、略四辺形状を有する部材の一部を、他の部分の平面からみて盛り上
げるような加工を施すことによって形成されており、立体的な形状を有する部分である。
これにより、該プレート部６１４の強度は補強されることになる。なお、該強度補強部６
１４は、電気光学装置５００の一辺に略接するが如き位置に形成するとよい（図７参照。
ただし、図７では、両者は厳密には接していない。）。
【００９５】
折り曲げ部６１３は、略四辺形状を有する部材の対向する二辺それぞれの一部が、該四辺
形状の内側に向かって折り曲げられている部分である。この折り曲げ部６１３の外側面は
、プレート部６１０及びカバー部６２０の組み付け時、該カバー部６２０の内側面に接す
るようにされている（図６参照）。また、該折り曲げ部６１３の内側面は、モールド材６
３０を介して電気光学装置５００の外側面に接するようにされている（同じく図６参照）
。これにより、プレート部６１０上における電気光学装置５００のある程度の位置決めが
実現されることになる。
【００９６】
加えて、折り曲げ部６１３の内側面が、モールド材６３０を介して電気光学装置５００の
外側面に接するようにされていることは、後者から前者への熱の吸い上げを可能とする。
すなわち、プレート部６１０を、電気光学装置５００に対するヒートシンクとして機能さ
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せることが可能となる。これによれば、ランプユニット１１０２による電気光学装置５０
０に対する強力な光照射によって、該電気光学装置５００における熱の蓄積の生じること
を有効に防止することができる。また、該折り曲げ部６１３の外側面は、前述のようにカ
バー部６２０の内側面に接していることから、前者から後者への熱の伝達も実現されるこ
とになる。このように、電気光学装置５００からの熱の奪取は、原理的には、プレート部
６１０及びカバー部６２０の双方において観念される熱容量の分だけ行い得るから、当該
電気光学装置５００の冷却は、極めて有効に行われることになる。
【００９７】
カバー部固定孔６１２は、カバー部６２０において対応する位置に形成された凸部６２１
と嵌合するための孔部である。プレート部６１０及びカバー部６２０とは、このカバー部
固定孔６１２及び凸部６２１が互いに嵌合することによって相互に固定される。なお、第
１実施形態においては、該カバー部固定孔６１２は、各図に示すように、二つの孔部から
なる（以下、これらの区別が必要な場合には、カバー部固定孔６１２ａ及び６１２ｂと呼
ぶことがある。）。また、これに対応するように、前記凸部６２１もまた、二つの凸部か
らなる（以下、これらの区別が必要な場合には、凸部６２１ａ及び６２１ｂと呼ぶことが
ある。）。
【００９８】
取付孔６１１ａ乃至６１１ｄは、当該実装ケース入り電気光学装置を、図１に示した如き
液晶プロジェクタ１１００内に取り付けする際に利用される。第１実施形態においては、
該取付孔６１１ａ乃至６１１ｄは、略四辺形状を有する部材の四隅に設けられている。ま
た、第１実施形態では、該取付孔６１１ａ乃至６１１ｄの他に、取付孔６１１ｅが設けら
れている。この取付孔６１１ｅは、前記の取付孔６１１ａ乃至６１１ｄのうち、取付孔６
１１ｃ及び６１１ｄとともに、三角形を形作るように配置されている（すなわち、取付孔
６１１ｅ、６１１ｃ及び６１１ｄは、三角形の「各頂点」に配置されるように形成されて
いる。）。これにより、第１実施形態では、四隅の取付孔６１１ａ乃至６１１ｄを用いた
四点固定を実施すること、及び、取付孔６１１ｅ、６１１ｃ及び６１１ｄを用いた三点固
定を実施することの双方が可能となっている。
【００９９】
次に第二に、カバー部６２０は、図４から図８及び図１２から図１４に示すように、略立
方体形状を有する部材であって、電気光学装置５００の他の面に対向するように配置され
る。
【０１００】
このカバー部６２０は、電気光学装置５００の周辺領域における光抜けを防止すると共に
周辺領域から迷光が画像表示領域１０ａ内に進入するのを防ぐように、好ましくは遮光性
の樹脂、金属製等からなる。また、該カバー部６２０は、プレート部６１０、或いは電気
光学装置５００に対するヒートシンクとして機能させることが好ましいから、該カバー部
６２０は、熱伝導率の比較的大きい材料、より具体的には、アルミニウム、マグネシウム
、銅又はこれらそれぞれの合金等から構成するようにするとよい。
【０１０１】
より詳細には、カバー部６２０は、凸部６２１、冷却風導入部６２２、冷却風排出部６２
４及びカバー本体部６２３を有する。まず、凸部６２１は、既に述べたように、プレート
部６１０との固定の際に用いられ、前記カバー部固定孔６１２ａ及び６１２ｂそれぞれに
対応する位置に、二つの凸部６２１ａ及び６２１ｂを含むものとして形成されている。な
お、第１実施形態に係る凸部６２１は、図５に示されるように、冷却風導入部６２２、な
いしは後述するテーパ部６２２Ｔの一部を構成するようにして形成されている（図５の視
点からは、本来凸部６２１は図示されないが、図５では特にこれを示した。）。
【０１０２】
冷却風導入部６２２は、図４、図５、図７、図１２、或いは図１４等によく示されている
ように、テーパ部６２２Ｔ及び導風板６２２Ｐからなる。第１実施形態において、テーパ
部６２２ Tは、概略、その底面が直角三角形となる三角柱の如き外形を有している。そし
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て、テーパ部６２２Ｔは、カバー本体部６２３の一側面に、前記三角柱の一側面が付着さ
れたような外形を呈している。この場合、当該三角柱の一側面は、該三角柱の底面におけ
る直角部とこれに隣接する角部との間に挟まれた辺を含んでいる。したがって、テーパ部
６２２Ｔは、カバー本体部６２３の側面上において最大高さとなる根元部６２２Ｔ１を有
し（ただし、ここでいう「高さ」とは、図７中、上下方向の距離をいう。図７では目安と
して当該方向に延びる破線を示した。）、そこから次第に高さを減じた先端部６２２Ｔ２
を有するという形状となっている。一方、導風板６２２Ｐは、前記三角柱の底面において
直角部を除く他の二角に挟まれた一辺に沿って立設された壁の如き外形を呈している。前
記「高さ」を用いて説明すると、該導風板６２２Ｐの高さは、前記根元部６２２Ｔ１から
前記先端部６２２Ｔ２へ向けてテーパ部６２２Ｔの高さが減ずるにもかかわらず、これら
根元部６２２Ｔ１及び先端部６２２Ｔ２間のどの部分においても一定である。
【０１０３】
冷却風排出部６２４は、図４、図５、図８、図１２、或いは図１３等によく示されている
ように、フレキシブルコネクタ導出部６２４Ｃ及びリアフィン部６２４Ｆからなる。この
うちフレキシブルコネクタ導出部６２４Ｃは、前記テーパ部６２２Ｔが形成されているカ
バー本体部６２３の側面に対向する側面上に形成されている。より具体的には、図８又は
図１３に示すように、該側面上に、断面がコの字状となる部材が、該コの字状断面の開口
部を図８又は図１３中下方に向けて取り付けられたような形状を呈している。電気光学装
置５００に接続されたフレキシブルコネクタ５０１は、このコの字に囲われた空間を抜け
て、外部へと引き出されるようになっている。
【０１０４】
他方、リアフィン部６２４Ｆは、フレキシブルコネクタ導出部６２４Ｃにおける前記コの
字状断面のいわば天井板上に設けられている。このリアフィン部６２４Ｆは、より詳しく
は、図４、図５、図８、図１２、或いは図１３等によく示されているように、後述するサ
イドフィン部６２７たる直線状の突出した部分が延在する方向と符号を合わせるように、
前記天井板から直線状に突出した部分が複数並列（図４等では、「四つ」の直線状に突出
した部分が並列）された形状を含んでいる。これにより、カバー部６２０の表面積は増大
することになる。
【０１０５】
最後に、カバー本体部６２３は、図４から図８及び図１２から図１４に示されているよう
に、概略、直方体形状を有する部材であって、前述した冷却風導入部６２２及び冷却風排
出部６２４間に挟まれるようにして存在している。ただし、前記の直方体形状の内方は、
電気光学装置５００を収容するため、いわばくり抜かれたような状態となっている。すな
わち、カバー本体部６２３は、より正確にいえば、蓋なき箱型の如き形状を有する部材と
なっている（なお、このような表現によれば、ここにいう「蓋」としては、前記プレート
部６１０が該当すると考えることができる。）。
【０１０６】
このカバー本体部６２３は、より詳細には、窓部６２５及びサイドフィン部６２７を有し
ている。このうち窓部６２５は、前記箱型の形状の底面（図４、あるいは図６等では、「
上面」ということになる。）が開口形状に形成されており、図６中、上方から下方への光
の透過を可能とする部分である。図１に示した液晶プロジェクタ１１００内のランプユニ
ット１１０２から発せられた光は、この窓部６２５を通過して電気光学装置５００に入射
可能となる。なお、このような窓部６２５を有するカバー本体部６２３においては、プレ
ート部６１０における窓部６１５に関して述べたのと同様に、電気光学装置５００におけ
る画像表示領域１０ａの周辺に位置する周辺領域を、窓部６２５の辺縁に当接させるよう
に構成してよい。これによれば、カバー本体部６２３、特にその窓部６２５の辺縁によっ
ても、電気光学装置５００の保持を実現することが可能となる。
【０１０７】
そして第１実施形態においては特に、カバー本体部６２３の両側面には、本発明にいう「
表面積増大手段」、或いは「フィン」の一例たるサイドフィン部６２７が形成されている
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。ただし、ここにいう両側面とは、前述した冷却風導入部６２２及び冷却風排出部６２４
が存在する側面以外の側面をいう。また、この両側面（以下では、これら両側面を「側壁
部６２Ｗ」と呼ぶこととする。）のそれぞれは、例えば図６等からわかるように、電気光
学装置５００の一側面及び該一側面に対向する他の側面にそれぞれ対向する。さらに、側
壁部６２Ｗの内側面には、カバー部６２０及びプレート部６１０の組み付け時、プレート
部６１０における折り曲げ部６１３の外側面が接するようにされている（図６参照）。以
上より、第１実施形態に係る側壁部６２Ｗは特に、前記折り曲げ部６１３を介して、電気
光学装置５００の前記一側面及び他の側面に対向しているということができる（本発明に
いう「対向する」には、このような場合を含む。）。
【０１０８】
前記サイドフィン部６２７は、より詳しくは、図４、あるいは図６及び図１３等によく示
されているように、冷却風導入部６２２から冷却風排出部６２４へ向けて、前記側面から
直線状に突出した部分が複数並列した形状を含んでいる。第１実施形態においては特に、
直線状のフィンが二列並列されるようにして形成されている。
【０１０９】
また、これら二列のフィン間の距離ｇ（図１３及び図１４参照）は１ｍｍ以上となるよう
にされている。また、これら二列のフィンの大きさは、そのそれぞれの高さｈ及び幅ｗ（
図１２及び図１３参照）が、それぞれ０．５ｍｍ以上、０．３ｍｍ以上とされている。
【０１１０】
このようなサイドフィン部６２７の存在により、カバー本体部６２３、ないしはカバー部
６２０の表面積は増大することになる。とりわけ、第１実施形態においては、サイドフィ
ン部６２７が、カバー部６２０全体において占める割合が比較的大きい側壁部６２Ｗに形
成されていることから、前述の表面積増大効果はより効果的に享受されることになる。ま
た、前記二列のフィンの高さｈ及び幅ｗが、上述のように設定されていることからしても
、表面積増大効果は十分に確保されるということができる。
【０１１１】
ちなみに、前述のような形状を有するサイドフィン部６２７は、カバー部６２０を形成す
るのに併せて又はその後に、例えば切削加工、鍛造加工、プレス加工、射出成形又は鋳造
等により形成することが可能である。このような方法によれば、当該サイドフィン部６２
７を比較的容易に形成することができる。
【０１１２】
さて、カバー部６２０が以上のような構成をとることにより、図１に示した如き液晶プロ
ジェクタ１１００に備えられたシロッコファン１３００から送られてきた風は、実装ケー
ス６０１、ないしカバー部６２０の周囲において、図１５に示すように流れることになる
。ここに図１５は実装ケース入り電気光学装置の斜視図であって、当該実装ケース入り電
気光学装置に対する典型的な風の流れ方を示す図である。なお、図１に示した液晶プロジ
ェクタ１１００において、図１５に示すような冷却風の流れを実現するためには、図１を
参照して説明した吹き出し口１００ＲＷ、１００ＧＷ及び１００ＢＷが、カバー部６２０
を構成する冷却風導入部６２２と対向するように、実装ケース入り電気光学装置、すなわ
ちライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂを設置する必要がある。
【０１１３】
まず、冷却風は、冷却風導入部６２２のテーパ部６２２Ｔをあたかも駆け上がるようにし
て、電気光学装置５００の表面が露出するカバー本体部６２３へと吹き抜けることになる
（符号Ｗ１参照）。また、冷却風導入部６２２には、導風板６２２Ｐが設けられているこ
とにより、冷却風がどの方向からきても、その大部分をテーパ部６２２Ｔ上、ひいてはカ
バー本体部６２３へと導くことが可能となっている（符号Ｗ２参照）。このように、第１
実施形態によれば、カバー本体部６２３へ向けて風を効率よく送り出すことが可能となっ
ており、電気光学装置５００で発生した熱を直接的に奪う（即ち、冷却する）ことが可能
な他、カバー部６２０に蓄えられた熱をも効率的に奪うことができる。
【０１１４】
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また、冷却風導入部６２２の導風板６２２Ｐの外側（すなわち、テーパ部６２２Ｔに対向
しない側）にあたった風（符号Ｗ３参照）、或いは前記のように電気光学装置５００の表
面ないしその近傍に至った後、カバー本体部６２３の側面に流れる風等は、サイドフィン
部６２７に至ることになる。このサイドフィン部６２７では、上述のように直線状のフィ
ンが備えられており、カバー本体部６２３の表面積が増大されていることから、当該カバ
ー本体部６２３ないしカバー部６２０の効率的な冷却を実現することができる。しかも、
第１実施形態においては、前述のように、サイドフィン部６２７が側壁部６２Ｗに形成さ
れていること、或いは該サイドフィン部６２７を構成する二列のフィンの高さｈ及び幅ｗ
がそれぞれ好適に設定されていること等から、その表面積増大効果が十分に確保されるこ
とにより、前記のカバー部６２０の効率的な冷却は極めて有効に実現されることになる。
【０１１５】
さらに、前記のように電気光学装置５００の表面ないしその近傍に至った後、そのままカ
バー本体部６２３の後端へ抜ける風等は、リアフィン部６２４Ｆに至ることになる（符号
Ｗ１参照）。このリアフィン部６２４Ｆでは、上述のように直線状の突出した部分が備え
られ、冷却風排出部６２４の表面積が増大されていることから、当該冷却風排出部６２４
ないしカバー部６２０の効率的な冷却を実現することができる。
【０１１６】
以上のように、第１実施形態に係る実装ケース６０１では、総じて、冷却風による効率的
な冷却が実現されるようになっている。そして、このことは、前述のように電気光学装置
５００、プレート部６１０及びカバー部６２０の順に伝達される熱を、最終的に外部へと
放散するのに非常に有効である。また、カバー部６２０が効率的に冷却されるということ
は、電気光学装置５００から折り曲げ部６１３等を介してプレート部６１０に、あるいは
カバー部６２０へという熱の流れを、いつでも有効に維持しうることを意味する。すなわ
ち、カバー部６２０は、常態において好適に冷却された状態にあるから、ヒートシンクと
しての機能をいつでも有効に維持することにより、該カバー部６２０からみて、プレート
部６１０からの熱の奪取、ひいては電気光学装置５００からの熱の奪取をいつでも有効に
行い得るのである。なお、これに加えて、第１実施形態におけるカバー部６２０を、上述
のようにアルミニウム、マグネシウム、銅又はこれらそれぞれの合金等のような高熱伝導
率材料からなるように構成すれば、前記の作用効果は更に効果的に発揮されることになる
のは言うまでもない。
【０１１７】
よって、第１実施形態においては、電気光学装置５００が過剰に熱を蓄えこむということ
がないから、液晶層５０の劣化、あるいはホットスポットの発生等は未然に防止されるこ
とになり、これに基づく画像の劣化等を招くおそれは極めて低減されることになる。
【０１１８】
そして、第１実施形態においては特に、前記サイドフィン部６２７、或いは該サイドフィ
ン部６２７と冷却風の流れとの関係に関して、次のような各種の特徴があることから、前
述の電気光学装置５００の冷却効果を十二分に引き出すことが可能となっている。
【０１１９】
まず第一に、サイドフィン部６２７は、上述のように直線状のフィンが二列並列されるよ
うに形成されているが、この直線状のフィンは、図１５に示すように、冷却風（特に、符
号Ｗ３を付した冷却風参照。）の流れに沿うようにして形成されていることがわかる。こ
れにより、サイドフィン部６２７に起因するカバー部６２０の冷却効果を効果的に引き出
すことができる。これは、該サイドフィン部６２７が、冷却風の流れを過度に阻害するこ
とがなく、該冷却風を、後段へ後段へと自然に導くことが可能となっていることによる。
【０１２０】
なお、図１５の冷却風Ｗ２をみるとわかるように、前記直線状のフィンの延在方向とは必
ずしも一致しない方向に冷却風が吹く場合も当然にあり得る。また、本実施形態において
、液晶プロジェクタ１１００に備えられた冷却風送出手段の一例たるシロッコファン１３
００は、既に説明したように、らせん状に渦巻いた風を送り出す（図１参照）。したがっ
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て、厳密にいうと、冷却風は、ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ又は１００Ｂたる実装ケ
ース入り電気光学装置に対して必ずしも直線的な方向でもって流れるとは限らないという
ことができる。
【０１２１】
しかしながら、第１実施形態に係るサイドフィン部６２７は、これらの事情を考慮すると
しても、本発明にいう「冷却風の流れに沿うようにして」形成されているという場合に含
まれる。これは、前記の事情の存在にもかかわらず、図１５に示す冷却風の流れの大勢は
、冷却風導入部６２２、カバー本体部６２３及び冷却風排出部６２４の順に流れていると
みることができるからである。
【０１２２】
このように、本発明の「フィンは、冷却風に沿うようにして形成されている」というのは
、フィンが、冷却風の流れに厳密に或いは完全に一致して形成されている場合（そのよう
な場合が含まれるのは当然である。）のみを意味するのではない。前述のように、実装ケ
ース入り電気光学装置を中心として、フィンが、冷却風の流れの大勢の方向に一致して形
成されているという場合も含むのである。
【０１２３】
また第二に、第１実施形態に係るサイドフィン部６２７を構成する二列の直線状のフィン
は、上述のように、それぞれの間に１ｍｍ以上の間隔を設けて形成されている。これによ
り、図１５に示す冷却風Ｗ３の静圧が低く風量が低い場合であっても、当該冷却風Ｗ３を
前記二列の直線状のフィン間に無理なく行き届かせることが可能となる。
【０１２４】
特に、第１実施形態では、実装ケース入り電気光学装置が、図１に示したような液晶プロ
ジェクタ１１００のライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ又は１００Ｂとして装着されること
になるから、当該実装ケース入り電気光学装置（即ち、ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ
及び１００Ｂ）とシロッコファン１３００とは、他の構成要素（例えば、入射レンズ１１
２２、或いはリレーレンズ１１２３等）を配置しなけれならない関係から、相当程度距離
を離して設置しなければならなかったり、両者間の位置関係を完全に対向させるように配
置することが困難となっている。このような場合、実装ケース入り電気光学装置には、静
圧が低く、風量が小さい冷却風しか送られてこないことが考えられることになる。
【０１２５】
しかるに、第１実施形態においては、前述のように二列のフィン間の距離が、１ｍｍ以上
と比較的大きく設定されていることから、これら二列のフィン間にも、前述のような静圧
が低く風量が小さい冷却風を吹きぬかせることが可能となる。そして、これによれば、冷
却風に曝されることになるフィンの表面積が増大することになるから、当該フィンの放熱
性は更に向上することになる。したがって、第１実施形態によれば、カバー部６２０全体
の放熱能力を更に向上させることができる。
【０１２６】
（実装ケース入り電気光学装置―第２実施形態―）
次に、図１６から図１８を参照して、第２実施形態に係る実装ケース入り電気光学装置に
ついて説明する。ここに図１６から図１８は、それぞれ、図１２から図１４と同趣旨の図
であって、サイドフィン部の形態が異なるものを示すものである。なお、第２実施形態で
は、上述した「投射型表示装置」、「電気光学装置」及び「実装ケース入り電気光学装置
」の主要な部分に係る構成及び作用は、上記の第１実施形態と全く同様である。したがっ
て、以下では、これらの説明については省略することとし、主に第２実施形態において特
徴的な部分についてのみ説明を加えることとする。
【０１２７】
第２実施形態では、図１６から図１８に示すように、上記第１実施形態においては、カバ
ー本体部６２３の一側面につき直線状の二列のフィンが形成されていたのに代えて、千鳥
足状に配列されるように形成された複数の小フィンからなるサイドフィン部６２８が形成
されている。
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【０１２８】
このサイドフィン部６２８は、より詳細には、図１６から図１８に示すように、カバー本
体部６２３の一側面につき６個ずつ、即ちカバー部６２０全体について合計１２個の小フ
ィンからなっている。このうち一方の側面のみに着目すると、サイドフィン部６２８は、
例えば図１８によく示されているように、それぞれ図中左右方向に走る第１列のフィン及
び第２列のフィンを含んでいる。そして、第１列のフィンは、小フィン１（１）、１（２
）及び１（３）という三つの小フィンを含み、第２列のフィンは、小フィン２（１）、２
（２）及び２（３）という三つの小フィンを含んでいる。
【０１２９】
なお、これら各小フィン１（１）乃至１（３）及び２（１）乃至２（３）は、すべて同じ
形状及び同じ大きさでもって形成されている。その際、各小フィン１（１）乃至１（３）
及び２（１）乃至２（３）の高さｈ（図１６及び図１７参照）、幅ｗ（図１７及び図１８
参照）が、それぞれ、０．５ｍｍ以上及び０．３ｍｍ以上という条件を満たしているのが
好ましい。
【０１３０】
第２実施形態において、前記の第１列のフィン及び第２列のフィン間には次のような関係
がある。すなわち第２列のフィンを構成する小フィン２（１）は、第１列のフィンを構成
し且つ相隣接する小フィン１（１）及び１（２）間の間隙の位置に対応するように形成さ
れている。また、小フィン２（２）についても、小フィン１（２）及び１（３）間の間隙
の位置に対応するように形成されている。さらに、視点を転じて、小フィン１（２）は、
小フィン２（１）及び２（２）間、小フィン１（３）は、小フィン２（２）及び２（３）
間、それぞれの間隙の位置に対応するように形成されているということができる。要する
に、第２実施形態において、第１列のフィンを構成する小フィン１（１）乃至１（３）と
、第２列のフィンを構成する小フィン２（１）乃至２（３）とは、いわば相互に重ならな
いように、且つ、互い違いに形成されているということができる。
【０１３１】
ここで第２実施形態においては特に、例えば、前記の小フィン１（１）及び１（２）間の
間隙の大きさｑは、小フィン２（１）の長さｌよりも大きくされている。このような関係
は、前述したすべての小フィンについて当てはまる。
【０１３２】
また、第１列のフィンを構成する小フィン１（１）乃至１（３）間の配列ピッチｐ（図１
８参照）は３ｍｍ以上となるようにされている。これは、第２列のフィンを構成する小フ
ィン２（１）乃至２（３）についても同様である。
【０１３３】
さらに、第１列のフィン及び第２列のフィン間の間隙ｇ（図１７及び図１８参照）は、１
ｍｍ以上とされている。これは、上記第１実施形態において、直線状の二列のフィン間の
間隙ｇが１ｍｍ以上とされていたことと同様な作用効果をもたらすことになる（後にも改
めて述べる。）。
【０１３４】
このようなサイドフィン部６２８が形成されていることにより、第２実施形態では以下の
ような作用効果が得られることになる。まず、第２実施形態においても、図１５で示した
ような冷却風の流れが実現されて、カバー部６２０の冷却、ひいては電気光学装置５００
の冷却が効果的に実現されることには変わりはない。
【０１３５】
そして、第２実施形態においては特に、前記のサイドフィン部６２８が前記の作用効果を
更に促進させることになる。
【０１３６】
第一に、前記各小フィン１（１）乃至１（３）及び２（１）乃至２（３）は、上述のよう
に、いわば相互に重ならないように、且つ、互い違いになるように形成されていることか
ら、これら各小フィン１（１）乃至１（３）及び２（１）乃至２（３）は適度な密度でも

10

20

30

40

50

(19) JP 3698139 B2 2005.9.21



って配列されているということができ、当該各小フィンにおける放熱作用を如何なく享受
することができる。例えば、図１８において仮に、小フィン２（１）、２（２）及び２（
３）のそれぞれが、小フィン１（１）、１（２）及び１（３）の隣（図中直下）に存在す
るような場合を仮定すると、この場合には、これら小フィン２（ｒ）及び小フィン１（ｒ
）（但し、ｒ＝１，２，３）が互いに熱を放散することよって、周囲（特に、両小フィン
２（ｒ）及び１（ｒ）間の空気）の温度が上昇し、該両小フィン２（ｒ）及び１（ｒ）に
おける熱の放散がされにくくなるなどという事態が考えられるが、第２実施形態によれば
、そのような不具合を被らなくて済むのである。このような効果は、小フィン間の間隙の
大きさｑが小フィンの長さｌよりも大きくされていたこと、更には第１列及び第２列のフ
ィンそれぞれを構成する小フィン間のピッチｐが３ｍｍ以上とされていたことによっても
支援される。
【０１３７】
第二に、第１列のフィン及び第２列のフィン間の間隙ｇが１ｍｍ以上とされていたことに
より、前記の第１実施形態と同様に、静圧が低く風量の小さい冷却風であっても、これら
第１列のフィン及び第２列のフィン間を吹き抜けることが可能である。したがって、当該
フィンの放熱性は更に向上することになり、第２実施形態においても、カバー部６２０全
体の放熱能力を更に向上させることができる。また、第２実施形態に係るサイドフィン部
６２８、ないしは前記の各小フィン１（１）乃至１（３）及び２（１）乃至２（３）は、
第１実施形態と同様に、冷却風の流れに沿うようにして形成されているということができ
るから、その点についても前記第１実施形態と略同様な作用効果が得られることになる。
【０１３８】
ちなみに、第２実施形態においては、このようなカバー部６２０の冷却等ということに加
えて、サイドフィン部６２８を構成する前記各小フィン１（１）乃至１（３）及び２（１
）乃至２（３）が、上述のように、いわば相互に重ならないように、且つ、互い違いにな
るように形成されていることにより、次のような特有の作用効果も発揮される。すなわち
、これによれば、本発明にいう「千鳥足状」に配列されたフィンの成形を比較的容易に行
うことができる。例えば、このような形態となるフィンは、以下に述べるような射出成形
法等で好適に形成することができる。すなわち、山部及び谷部が交互に形成されたジグザ
グの型を二つ用意し、一方の型の山部（又は谷部）が他方の型の谷部（又は山部）に噛み
合うように、且つ、山型のてっぺんと谷型の底との間に所定の隙間が形成されるように、
これら二つの型を配置した後、前記の隙間を用いて射出注入を実施すれば、前述のような
配置態様を有する、千鳥足状に配列されるように形成されたフィンを容易に作ることがで
きる。この場合特に、前記の製造方法において必然的に必要となる型抜きは、極めて容易
に行われることになる（前記の二つの型を互いに離間させるように移動させればよい。）
。
【０１３９】
（実装ケース入り電気光学装置―第３実施形態―）
次に、図１９及び図２０を参照して、第３実施形態に係る実装ケース入り電気光学装置に
ついて説明する。ここに図１９は、前記の図１８と同趣旨の図であって、サイドフィン部
の形態が、ディンプルが形成されている点につき異なるものを示すものであり、図２０は
図１９の W－ W´線断面図であって、特に小フィン及びディンプルの断面形状のみを示すも
のである。なお、第３実施形態では、上述した「投射型表示装置」、「電気光学装置」及
び「実装ケース入り電気光学装置」の主要な部分に係る構成及び作用は、上記の第１実施
形態と全く同様である（ただし、サイドフィン部は、第２実施形態で説明したような千鳥
足状に配列された小フィンから構成されている。）。したがって、以下では、これらの説
明については省略することとし、主に第３実施形態において特徴的な部分についてのみ説
明を加えることとする。
【０１４０】
第３実施形態では、図１９及び図２０に示すように、上記第２実施形態で説明した千鳥足
状に配列されるように形成された複数の小フィンからなるサイドフィン部に加えて、ディ
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ンプル６２９が形成されている。このディンプル６２９は、前記の各小フィン１（１）乃
至１（３）及び２（１）乃至２（３）間を埋めるように複数形成されている。
【０１４１】
このようなディンプル６２９を備えることにより、カバー部６２０表面積は更に増大され
ることとなるのは言うまでもない。したがって、第３実施形態によれば、前記第１及び第
２実施形態にも増して、カバー部６２０の効果的な冷却が実現されることとなり、もって
電気光学装置５００の効果的な冷却が実現されることとなる。
【０１４２】
なお、図２０において、第３実施形態のディンプル６２９と小フィン２（１）との相違点
は、「カバーの表面」を基準面Ｆ（図２０参照）として突出しているか、或いは凹んでい
るかということにある。
【０１４３】
或いは、場合により、本発明にいう「ディンプル」は、「当該実装ケース入り電気光学装
置に対して送られてくる冷却風の流れを全く阻害しない」という属性を有していてもよい
。第３実施形態に係るディンプル６２９は、このような属性を有しているということがで
きる。すなわち、図２０に示すように、該図において紙面こちら側から向こう側へ流れる
冷却風Ｗ４は、ディンプル６２９の存在によって、その流れが阻害されるということが全
くない。他方、この観点からすると、図２０における小フィン２（１）は、冷却風の流れ
を全く阻害しないということはない、という属性を有するものと解することができる（特
に、図２０の冷却風Ｗ５参照）。したがって、「ディンプル」及び「フィン」間の相違点
は、このような点にあるという考え方を採ることも可能である。
【０１４４】
また、本発明において、「ディンプル」の具体的形状は、図１９及び図２０に示すような
、平面視して円形状のものに限られない。例えば、長手方向に溝が掘られたような形態の
ものも含む。
【０１４５】
なお、本発明は、上記の各実施形態に限定されるわけではない。以下、本発明の範囲内に
あるが、上記の各実施形態では触れることのできなかった変形形態について説明する。
【０１４６】
まず第一に、上記の各実施形態では、サイドフィン部６２７及び６２８は、冷却風導入部
６２２から冷却風排出部６２４へ向けて、直線状に延在するような形となっていたが、本
発明は、このような形態に限定されない。既に述べたように、図１に示すような液晶プロ
ジェクタ１１００においては、シロッコファン１３００から送り出されてくる風がらせん
状に渦巻いたものとなるため、ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ又は１００Ｂたる実装ケ
ース入り電気光学装置の周囲では、必ずしも直線的に冷却風が吹いているとは限らない。
したがって、本発明に係るフィンにおいては、このような場合ではあるが当該冷却風の流
れ方はある程度定型的に把握され得るというときには、その事情を汲んだ上で、当該フィ
ンの配置態様を決定することができる。
【０１４７】
そのような具体例としては、例えば図２１のような配置態様を採用することができる。こ
こに図２１は、図１８と同趣旨の図であって、小フィンの配置態様が異なるものを示して
いる。この図２１において、実装ケース入り電気光学装置の周囲には、冷却風Ｗ６が、い
わば斜めに吹いている。もし、このような冷却風Ｗ６の流れが、全体的にみても大勢を占
めているということが高い確度で推測される場合においては、フィンについてもそれに合
わせるように配置することが好ましい。したがって、図２１においては、実際に、小フィ
ン１´（１）等が、前記冷却風Ｗ６の流れに合わせるようにして、斜め約４５°の角度を
もって配置されるようになっている。このようにすれば、冷却風Ｗ６の流れを過度に阻害
することなく、カバー部６２０の冷却を効果的に実現することができる。
【０１４８】
また第二に、上記各実施形態においては、サイドフィン部６２７及び６２８ともに、二列
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のフィンを有する形態とされていたが、場合により、一列のフィンのみを有する形態とし
たり、或いは図２２に示すように三列以上のフィンを有する形態としてもよい。ここに図
２２は、図１８と同趣旨の図であって、小フィン群が三列配置されている態様を示してい
る。ちなみに、この図２２のように三列以上のフィンを備える形態では、その各列のフィ
ンが、前記第２実施形態で述べたような配置関係を満たしていることが好ましい。すなわ
ち、図２２における三列目のフィンを構成する小フィン３（１）、３（２）及び３（３）
は、二列目のフィンを構成する各小フィン２（１）、２（２）及び２（３）間の間隙の位
置に対応するように配置され、また、小フィン３（１）、３（２）及び３（３）それぞれ
の長さは、小フィン２（１）、２（２）及び２（３）間の間隙の大きさよりも小さく、更
には、これら三列目のフィンと二列目のフィン間の間隙は１ｍｍ以上とされているなどと
いうことである。この場合、三列目のフィンと二列目のフィンとが、それぞれ、本発明の
「第１列のフィン」と「第２列のフィン」に該当すると考えることができる。このように
、本発明にいう「第１列のフィン」と「第２列のフィン」とは、実際に形成されているフ
ィンの列数にかかわらず、普遍的に適用され得る概念である。
【０１４９】
本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読
み取れる発明の要旨、あるいは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変
更を伴う実装ケース入り光学装置及び投射型表示装置並びに実装ケースもまた、本発明の
技術的範囲に含まれるものである。電気光学装置としては液晶パネルの他に、電気泳動装
置やエレクトロルミネッセンス装置等にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る投射型液晶装置の実施形態の平面図である。
【図２】　本発明に係る電気光学装置の実施形態の平面図である。
【図３】　図２のＨ－Ｈ′断面図である。
【図４】　本発明の第１実施形態に係る実装ケースを、電気光学装置とともに示す分解斜
視図である。
【図５】　本発明の第１実施形態に係る実装ケース入り電気光学装置の正面図である。
【図６】　図５のＸ１－Ｘ１´断面図である。
【図７】　図５のＹ１－Ｙ１´断面図である。
【図８】　図５のＺ１方向から臨んだ後面図である。
【図９】　本発明の第１実施形態に係る実装ケースを構成するプレート部の正面図である
。
【図１０】　図９のＺ２方向から臨んだ後面図である。
【図１１】　図９のＺ３方向から臨んだ側面図である。
【図１２】　本発明の第１実施形態に係る実装ケースを構成するカバー部の正面図である
。
【図１３】　図１２のＺ４方向から臨んだ後面図である。
【図１４】　図１２のＺ５方向から臨んだ側面図である。
【図１５】　本発明の第１実施形態に係る実装ケース入り電気光学装置の斜視図であって
、当該実装ケース入り電気光学装置に対する風の流れを示す図である。
【図１６】　図１２と同趣旨の図であって、該図とはフィンの形態が異なるものを示す正
面図である。
【図１７】　図１６のＺ４方向から臨んだ後面図である。
【図１８】　図１６のＺ５方向から臨んだ側面図である。
【図１９】　図１８と同趣旨の図であって、サイドフィン部の形態が、ディンプルが形成
されている点につき異なるものを示している。
【図２０】　図１９のＷ－Ｗ´線断面図であって、特に小フィン及びディンプルの断面形
状のみを示すものである。
【図２１】　図１８と同趣旨の図であって、小フィンの配置態様が異なるものを示してい
る。
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【図２２】　図１８と同趣旨の図であって、小フィン群が三列配置されている態様を示し
ている。
【符号の説明】
１０…ＴＦＴアレイ基板、２０…対向基板、４００…防塵用基板、５０…液晶層、５００
…電気光学装置
６０１…実装ケース、６１０…プレート部
６２０…カバー部
６２２…冷却風導入部、６２２Ｔ…テーパ部、６２２Ｐ…導風板
６２３…カバー本体部、６２Ｗ…側壁部、６２７、６２８…サイドフィン部、
１（１）、１（２）、１（３）、２（１）、２（２）、２（３）、３（１）、３（２）、
３（３）…小フィン
ｈ…小フィンの高さ、ｗ…小フィンの幅、ｌ…小フィンの長さ
ｐ…小フィン間のピッチ
ｇ…各列間の間隙の大きさ
６２４…冷却風排出部、６２４Ｆ…リアフィン部
１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ…ライトバルブ、１１００…液晶プロジェクタ、
１１０２…ランプユニット、１３００…シロッコファン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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